
○国立大学法人横浜国立大学における人を対象とする生命科学・医学系研究倫理

専門委員会規則 

(平成28年1月27日規則第6号) 

改正 平成28年9月15日規則第68号 平成30年3月29日規則第47号 

令和4年3月30日規則第47号 令和5年12月21日規則第93号 

(趣旨) 

第1条 国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則

(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、国立

大学法人横浜国立大学における人を対象とする生命科学・医学系研究倫理専門委員会

(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。 

(定義) 

第2条 この規則における用語の定義は、国立大学法人横浜国立大学における人を対象と

する研究の実施に関する規則(令和5年規則第82号。以下「実施規則」という。)第2

条に定めるところによる。 

(任務) 

第3条 専門委員会は、規則第2条第2項第1号アに規定する人を対象とする生命科学・

医学系研究(以下「研究」という。)における次の各号に掲げる事項を審査又は調査し、

規則第6条に規定するライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」とい

う。)に対して報告、意見又は助言する。この場合の審査においては、倫理的観点及び

科学的観点から当該研究に係る研究者等の利益相反に関する情報を含めて行わなけれ

ばならない。 

(1) 研究の実施の適否の審査に関すること 

(2) 研究計画の変更又は中止その他研究の実施に関し必要な意見又は助言に関するこ

と 

(3) その他研究の適正な実施のために必要な事項に関すること 

(組織) 

第4条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 医学・医療の専門家等、自然科学の分野から研究を総合的に審査するに必要な優

れた知識と経験を有する者 若干人 

(2) 倫理学・法律学の専門家等、人文社会科学の分野から研究を総合的に審査するに

必要な優れた知識と経験を有する者 若干人 

(3) 研究対象者の観点を含めて一般の立場から意見を述べることができる者 若干人 

(4) その他学長が指名する者 

2 前項の委員のうち複数名は、本学の教職員以外の者(委員就任前5年間において本学に

所属していた者及び本学と利害関係を有していた者を除く。)とする。 



3 第1項第1号から第3号の委員については、それぞれ他を同時に兼ねることができな

い。 

4 委員には、男性及び女性が含まれていなければならない。 

5 委員は5名以上でなければならない。 

6 委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審議及び意見の決定

に同席することができない。ただし、専門委員会が必要と認めたときは、当該研究に

関する説明を行うために出席することができる。 

7 委員は、倫理委員会委員長が委嘱する。ただし、本学教職員以外の者を委員とする場

合には、倫理委員会委員長の指名に基づき学長が委嘱する。 

(任期) 

第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

2 前項の委員は、再任されることができる。 

(委員長及び副委員長) 

第6条 専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 

2 委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。 

3 専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(議事) 

第7条 専門委員会は、次の各号に掲げるすべての事項を満たさなければ議事を開き、議

決することができない。 

(1) 5名以上かつ総数の3分の2以上の委員が出席すること。 

(2) 第4条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に規定する委員がそれぞれ１

名以上出席すること。 

(3) 男性及び女性の委員がそれぞれ1名以上出席すること。 

2 専門委員会の議事は、原則として全会一致をもって決定するものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、出席委員全員の合意を得られない場合には、出席委員(第4

条第6項ただし書に規定する委員を除く。)の3分の2以上の多数をもって議事を決す

る。 

(委員以外の出席等) 

第8条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

2 専門委員会は、特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする審査又は調査を行う場

合は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めなければならな

い。 



3 研究責任者は、専門委員会における当該研究の審査内容を把握するために必要な場合

は、専門委員会の同意を得た上で、会議に同席することができる。ただし、専門委員

会の審議及び意見の決定に参加してはならない。 

(電磁的記録による審議) 

第9条 専門委員会の審議の方法として、委員長は、専門委員会開催に代えて電磁的記録

による審議を行うことができる。 

2 電磁的記録による審議に関する事項は、別に定める。 

(情報公開) 

第10条 専門委員会は、委員会の運営及び組織に関する情報（実施規則第12条に規定す

る厚生労働省の公開データベースに登録する情報をいう。）について公表しなければ

ならない。ただし、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者

の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として倫理委員会又は専門委

員会が判断したものについては、この限りではない。 

(守秘義務) 

第11条 委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

その職を辞した後も、同様とする。 

2 第8条の規定により専門委員会に出席を求められた者及び専門委員会の事務に携わる

者及び研究の実施の事務を担当する者に対しては、前項の規定を準用する。 

(迅速委員会) 

第 12 条 専門委員会は、委員長があらかじめ指名する委員で構成する迅速委員会を設け、

審査を委ねることができる。 

2 迅速委員会が審査することができる事項は、次のとおりとする。 

(1) 研究計画の軽微な変更の審査 

(2) 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について本学以外の共同研究機関

に設置された倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見

を得ている場合の審査 

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査 

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査 

3 迅速委員会が行った審査の結果については、すべての委員に報告しなければならない。

この場合において、前項第1号の事項のうち、研究責任者の職名変更、研究者の氏名

変更等の専門委員会が別に定めた審査を要しないものも同様とする。 

4 迅速委員会の結果の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事

項について改めて専門委員会における審査を求めることができる。この場合において、

委員長は、相当の理由があると認めるときは、専門委員会を速やかに開催し、当該事

項について審査しなければならない。 

(専門委員会への付議等) 



第13条 倫理委員会は、規則第3条第2項に基づき学長から審査の付託があった研究の

実施の適否に係る審査を専門委員会に付議するものとする。 

2 研究実施の申請方法等に関する事項は、別に定める。 

(審査結果の報告) 

第14条 専門委員会及び迅速委員会は、審査終了後速やかに審査の結果について文書に

より倫理委員会を通じて学長に報告するものとする。 

2 学長は、前項の報告内容に基づき、当該研究の実施に対する取扱いを決定し、速やか

に研究責任者に結果を通知するものとする。この場合において結果の通知は、承認又

は不承認のほか、停止、中止等とし、当該結果が不明確なものとしないものとする。 

(審査記録の保存) 

第15条 専門委員会が審査した研究に関する書類の保存期間は、関係法令・指針等の定

めがある場合を除き、当該研究の終了が報告される日までの期間(侵襲(軽微な侵襲を除

く。)を伴う研究であって介入を行うものに関する書類にあっては、当該研究の終了が

報告された日から5年を経過した日までの期間)とする。 

2 前項の保存期間を満了した書類でさらに保存が必要であると専門委員会が認めた書類

は、国立大学法人横浜国立大学文書管理規則（平成23年規則第20号、以下「文書管理

規則」という。）に定められた手続きを経て前項の保存期間を延長することができる。

この場合において、保存期間の起算日は、当該研究の終了が報告された日の属する年

度終了の日の翌日とする。 

3 前2項に規定するもののほか、審査に関する書類の保存方法等については、関係法

令・指針等の定めがある場合を除き、文書管理規則の定めるとおりとする。 

(審査等に関する教育・研修) 

第16条 専門委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に関す

る必要な知識についての教育・研修を受けなければならない。 

(事務) 

第17条 専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。 

(雑則) 

第18条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。 

2 この規則施行の際、第4条第1項の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第5

条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。 

附 則(平成28年9月15日規則第68号) 



この規則は、平成28年10月1日から施行する。 

附 則(平成30年3月29日規則第47号) 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年3月30日規則第47号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和5年12月21日規則第93号) 

この規則は、令和5年12月21日から施行する。 


